
 

 

さいたま市告示第１８１２号 
（令和７年さいたま市告示第１４４３号）で告示した事項について、次のとおり訂正する。 

令和７年１２月５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

新 旧 
４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日 ４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日 

令和７年９月３日 令和７年４月３０日 
５ 委託する期間 ５ 委託する期間 
令和７年１２月１日から令和８年３月２５日まで 令和７年５月９日から令和８年３月２５日まで 

 


